
保
育
園
等
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

よ
り
よ
い
幼
児
教
育
・

　
　

保
育
施
設
の
運
営
を
目
指
し
て

　

市
で
は
、
幼
児
教
育
・
保
育
環
境
の
向
上
を
図
る
た
め
、
今
後
の
公
立
教
育
・

保
育
施
設
（
幼
稚
園
・
保
育
園
・
認
定
こ
ど
も
園
）
の
運
営
や
適
正
配
置
な
ど
、

市
が
目
指
す
べ
き
姿
を
明
ら
か
に
し
、
基
本
的
な
方
向
性
を
示
す
「
牧
之
原
市

保
育
園
等
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先　

保
育
園
民
営
化
推
進
室　

板
倉　

（
23
）
０
０
８
４

計
画
策
定
の
背
景
と
目
的

　

今
回
策
定
し
た
「
保
育
園
等
施

設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
」
の
背
景

に
は
、
少
子
化
や
核
家
族
化
な
ど
、

家
庭
や
地
域
を
取
り
巻
く
環
境
の

大
き
な
変
化
に
伴
う
、
仕
事
と
家

庭
の
両
立
の
困
難
さ
、
子
育
て
の

孤
立
感
・
不
安
感
・
負
担
感
な
ど

の
増
加
が
あ
り
ま
す
。

　

低
年
齢
児
を
中
心
と
し
た
保
育

ニ
ー
ズ
が
増
加
す
る
中
、「
待
機

児
童
ゼ
ロ
」
は
継
続
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
近
年

増
加
傾
向
に
あ
る
、
発
達
が
気
に

な
る
子
ど
も
と
そ
の
家
庭
へ
の
更

な
る
支
援
や
児
童
虐
待
の
対
応
な

ど
も
重
要
で
す
。
こ
う
し
た
取
り

組
み
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
人
的
資
源
や
財
的
資
源
を
有
効

に
活
用
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

本
計
画
は
、
民
間
や
地
域
の
力

を
取
り
入
れ
、
あ
ら
ゆ
る
資
源
全

体
で
子
育
て
支
援
に
取
り
組
む
こ

と
で
、
魅
力
的
で
持
続
性
の
高
い
、

健
全
な
都
市
経
営
を
実
現
し
つ
つ
、

教
育
・
保
育
環
境
の
向
上
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

施
設
の
現
状

　

市
内
に
は
、
現
在
、
公
立
幼
稚

園
１
園
、
保
育
園
８
園
、
認
定
こ

ど
も
園
１
園
、
牧
之
原
市
菊
川
市

学
校
組
合
が
保
有
す
る
保
育
園
１

園
の
計
11
園
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
施
設
の
６
割
は
、
昭
和
40
年

代
後
半
〜
50
年
代
に
か
け
て
建
て

ら
れ
た
施
設
で
す
。

推
進
体
制

　

本
計
画
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て

は
、
地
域
や
保
護
者
の
意
見
を
聞

き
な
が
ら
、
十
分
な
理
解
を
得
て

円
滑
な
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
目

指
し
ま
す
。

　

計
画
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
保

育
ニ
ー
ズ
や
人
口
動
態
の
状
況
な

ど
に
応
じ
て
、
適
時
見
直
し
を
図

り
ま
す
。
ま
た
、
計
画
に
基
づ
く

個
別
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
完

了
後
に
効
果
の
検
証
を
行
っ
た
上

で
、
よ
り
良
い
教
育
・
保
育
環
境

の
向
上
を
図
る
取
り
組
み
を
進
め

て
い
き
ま
す
。

▶静波保育園（定員 150人）
　指定管理期間終了後の令和４年４月に民営化（本年度、移管審査を実施）

▶あおぞら保育園（定員 106人）
▶細江保育園（定員 110人）
　指定管理期間終了後に民営化

▶坂部保育園（定員 80人）
　公設公営として継続

▶菅山保育園（定員 80人）
▶萩間保育園（定員 80人）
▶勝間田保育園（定員 90人）
　建て替えを前提とした民営化（市が設立する社会福祉事業団へ令和４年４月に移管）

▶牧之原保育園（定員 120人）
　建て替えを前提とした民営化（市が設立する社会福祉事業団などへ移管）

▶地頭方保育園（定員 90人）
▶地頭方幼稚園（定員 75人）
　統合時（＊）に建て替えを前提とした民営化（市が設立する社会福祉事業団などへ移管）
　＊地区における児童数が適正なクラス規模となる場合に統合し、こども園化する。
　　（令和２年度を基準に、３年連続で地区の０歳児が24人以下となった翌々年に統合）

▶相良こども園（定員 93人）
　適正配置を検討（地区の人口動態や利用状況、近隣施設を踏まえる）

園別の取り組み方針
計
画
の
推
進
に
よ
り

　
　
　
　

   

変
わ
る
こ
と

　

指
導
主
事
、
幼
児
教
育
ア
ド
バ

　

イ
ザ
ー
な
ど
の
配
置

　

指
導
主
事
、
幼
児
教
育
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
、
保
育
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
を
配
置
し
、
子
育
て
家
庭
全

体
の
支
援
や
、
子
育
て
家
庭
が
抱

え
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
の
解
決
を

図
り
、
教
育
・
保
育
内
容
な
ど
の

支
援
・
指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

質
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

　

市
独
自
の
人
員
基
準
の
創
設

　

保
育
士
配
置
基
準
に
つ
い
て
、

質
の
向
上
お
よ
び
保
育
士
な
ど
の

負
担
軽
減
（
保
育
士
の
確
保
）
の

視
点
か
ら
、
市
独
自
の
人
員
基
準

創
設
を
進
め
ま
す
。

﹇
例
え
ば
﹈

▼
１
歳
児
＝
保
育
士
１
人
に
対
し

　

て
園
児
６
人
を
５
人
へ

▼
３
歳
児
＝
保
育
士
１
人
に
対
し

　

て
園
児
20
人
を
15
人
へ

　

公
設
民
営
（
指
定
管
理
）
保
育

　

園
の
民
営
化

　

指
定
管
理
者
制
度
に
よ
り
、
公

設
民
営
を
行
っ
て
き
た
保
育
園
に

つ
い
て
は
、
運
営
法
人
変
更
に
よ

る
保
育
環
境
の
影
響
や
運
営
実
績

を
考
慮
し
て
「
現
在
運
営
し
て
い

る
法
人
」
に
移
管
す
る
こ
と
を
基

本
と
し
ま
す
。
決
定
に
当
た
っ
て

は
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
や
民
営
化

後
の
取
り
組
み
を
審
査
し
ま
す
。

　

公
立
保
育
園
な
ど
の
民
営
化

　

公
立
保
育
園
に
つ
い
て
は
、
運

営
法
人
変
更
に
よ
る
保
育
環
境
の

影
響
を
考
慮
し
、
質
を
確
保
し
つ

つ
、
保
育
環
境
の
維
持
・
向
上
が

可
能
な
「
牧
之
原
市
が
設
立
す
る

社
会
福
祉
事
業
団
（
本
年
度
設
立

予
定
）」
へ
移
管
す
る
こ
と
を
基

本
と
し
ま
す
。

　

市
が
設
立
す
る
社
会
福
祉
事
業

団
は
、
保
育
園
な
ど
の
運
営
や
子

ど
も
を
産
み
育
て
や
す
い
ま
ち
づ

く
り
の
支
援
を
視
野
に
入
れ
、
こ

れ
ま
で
の
公
立
保
育
園
な
ど
が
果

た
し
て
き
た
役
割
や
保
育
内
容
を

継
承
す
る
と
と
も
に
、
施
設
の
整

備
と
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
を
進
め

る
役
割
を
担
っ
て
い
き
ま
す
。

社会福祉事業団とは
▶民間事業者ではあるが、市が設立する法人であ
るため、市の保育施策を反映しやすく、運営への
関与が大きい▶設立当初は市の保育士などを派遣
し、徐々に事業団の固有職員に変更するため、保
育内容は継承▶延長保育や一時預かり事業、休日
保育、病後児保育など、更なる事業展開も可能▶
民間の法人であるため、新園建設について、国や
県の補助制度を活用可能

本
計
画
」
の
基
本
指
針
に
基
づ
き
、

施
設
の
計
画
的
な
修
繕
や
長
寿
命

化
を
行
い
、
適
正
な
施
設
保
全
を

図
り
ま
す
。
ま
た
、
適
正
な
集
団

規
模
で
教
育
・
保
育
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
将
来
ニ
ー
ズ

に
あ
っ
た
施
設
の
適
正
配
置
を
行

い
ま
す
。

３　

民
間
活
力
の
最
大
限
の
活
用

　

民
間
活
力
を
活
か
し
た
効
果

的
・
効
率
的
な
運
営
が
可
能
な
施

設
に
つ
い
て
、
施
設
の
維
持
・
更

新
と
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
を
目
的

と
し
た
民
間
移
管
を
図
り
ま
す
。

　

現
在
の
保
育
水
準
を
維
持
し
つ

つ
、
民
間
移
管
に
よ
っ
て
捻
出
さ

れ
る
資
源
を
、
子
ど
も
を
産
み
育

て
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
す

る
た
め
に
活
用
し
ま
す
。

３
つ
の
基
本
方
針

　
　

市
全
体
の
教
育
・
保
育
サ
ー

１　

ビ
ス
の
質
の
向
上
と
子
育
て

　
　

家
庭
へ
の
支
援

　

先
導
的
な
役
割
を
持
つ
園
を
設

定
し
、
保
育
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ッ
ト
の
整
備
の
ほ
か
、
教
育
・

保
育
施
設
に
通
っ
て
い
る
家
庭

に
限
ら
ず
、
市
内
の
子
育
て
家
庭

全
体
の
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

市
の
教
育
・
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
質

の
向
上
を
図
り
ま
す
。

　

ま
た
、
民
間
施
設
の
支
援
・
指

導
を
行
う
体
制
を
整
備
し
ま
す
。

２　

資
源
の
有
効
活
用
・
施
設
の

　
　

適
正
配
置

　
「
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
基

静波保育園
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